（添付資料ⅱ）


著作権者と連絡することができなかったことを疎明する資料

本件申請に係る著作物「〇〇」について、以下のとおり調査を行ったが、権利者と連絡をすることができなかった。

（１）権利者と連絡を取るために必要な情報を取得するための所定の措置 
ア 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること



イ 広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること



ウ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること



（２）保有する全ての権利者情報に基づく、権利者と連絡するための措置
　
　
　
